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１．募集住宅

•名 称 原田中央区町営住宅２棟３０１号室

•間取り ２ＤＫ（３階）

•所在地 宇美町原田３丁目１０番地内

•建設年 平成５年

•構 造 鉄筋コンクリート造、３階建て

２棟３０１号 ２ＤＫ



２棟３０１号室 ２ＤＫ（３階） １戸 ２３，６００円／月

※単身の方の申込み可
※募集住宅はバリアフリーではありません。

エレベーターはありません。

※駐車場（月額2,000円）は、改めて申し込みが必要です。

（駐車場の空き状況は常に変動します。）

入居時点で駐車場に空きがない場合は、ご自身で駐車場を確保し

てください。

原田中央区町営住宅は、改良地区の環境整備により住宅を失っ

た方のために建設された住宅（改良住宅）です。空き部屋が発生

した場合のみ、みなし公営住宅として一般入居者を募集します。

補足

２．募集戸数



※左右反転など若干の違いがあります。

３．間取り

２ＤＫ



３．内部写真

玄関

物置

玄関廊下



３．内部写真

ダイニング・キッチン 和室

洋室



３．内部写真

洗面脱衣所

ユニットバス 給湯器リモコン

トイレ



次の条件をすべて満たしていなければ、申し込むことはできません。

□ 入居予定者全員が宇美町に住んでおり、全員親族であること

（申込者は１年以上宇美町に在住していること）

□ 申込者（世帯主）が１８歳以上であること

□ 入居予定者全員の月間所得額合計が114,000円以下であること
※身体障害者手帳1～4級、療育手帳A・B1、精神障害保健福祉手帳1～2級、

世帯全員が60歳以上かつ18歳未満、就学前の児童がいる世帯などは
139,000円以下
※月間所得額の考え方については、次ページを参考にしてください。

□ 入居予定者全員が宇美町に納める税金その他使用料等に滞納がないこと

□ 住宅に困窮していること
※申請できない例：持ち家がある。すでに公営住宅に住んでいる。など

□ 同居人以外の緊急連絡者を１人立てることができること

□ 鍵渡し日に敷金（家賃３月分）が払えること（70,800円）

□ ペットの飼育や野良猫への餌やり、騒音や物を放置するなどの迷惑行為を
行わないこと

□ 入居期間中は自治会に加入し、かつ、町営住宅の清掃活動など積極的に参加すること

□ 入居予定者全員が宇美町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力
団員と密接な関係でないこと

４．入居申込資格





５．申請期間・申請書類

申請期間 令和８年５月１５日(金)～６月２日(火)

午前８時３０分から午後５時１５分まで

※土日祝日を除く

申請書類
①宇美町町営住宅入居者募集抽選申込書【様式１】

②町税に滞納が無い証明・収納証明書（上下水道料金）
※世帯全員の町税に滞納が無い証明（300円）

→住民課（役場１階①窓口）

※世帯ごとの収納証明書（R7年度分）→上下水道課（南館）

③世帯全員の個人番号（マイナンバー）の提示

※個人番号カードまたは通知カード、住民票の写しなど。

④未使用の郵便はがき８５円切手のもの

※宛名に申込者の郵便番号、住所、氏名を記入すること。

※消せるボールペンで記入しないでください。

※中学生以下不要



応募多数の場合は、抽選になります。

【抽選会日時】 令和８年６月１８日(木)午前１０時

【抽選会会場】 宇美町役場 １階 多目的ホール

必要書類

①「受付番号のお知らせ」

※申請時に提出された郵便はがきで送ります。

②くじを引く者の身分を確認できる書類

※免許証、健康保険被保険者証、パスポート等

➢抽選会を行わない場合は、提出された官製ハガキにて
入居手続き説明会のご案内をお送りします。

６．抽選会（日時・必要書類）



７ ．入居までの流れ

申請受付

５月１５日（金）

６月２日（火）

抽選会・説明会の
案内ハガキの発送

６月９日（火）

必要書類提出
６月２６日（金）

まで

入居決定
（カギ引き渡し期間）

６月２９日（月）～７月９日（木）

※カギをお渡しする日に敷金を入金していただきます。
※カギを渡した日から家賃、水道料金がかかります。
※住民票の異動、水道、電気、ガスの契約は入居者自身が行ってください。

審査

審査

～

注意！！
提出された書類をもとに審査を行います。当選された後でも、入居申込資格を満たしていな

いことが判明した場合は失格となります。

抽選会・説明会
６月１８日（木）
午前１０時開始

※抽選会前日までにハガキが届
かない場合はご連絡ください。

これ以降は当選した方のみ



•同一の者が複数以上の申込をしたとき。

•入居申込資格がない者が申込をしたとき。

•申込書の必要事項が記載されていないとき。

•申込の内容に重大な虚偽があるとき。

•申込書に必要書類を添えていないとき。

•申込の期間を過ぎて申込をしたとき。

•申込をした後、申込を撤回したとき、または抽選会に参加し
ないとき。

８ ．申込の無効・失格



９ ．抽選会での無効・失格

• 「受付番号のお知らせ」ハガキを持参していないとき。

• くじを引く者の身分を証明できるものを持参していないとき。

•抽選会の開始時刻までに会場に入っていないとき。

•申込者または委任状に記載された者以外がくじを引いたとき。



１０ ．入居の取消し
抽選会から入居の日までの期間に次のいずれかに

該当することが明らかになった方は、入居の決定を取
り消します。

•申込書に重大な虚偽があったとき。

•申込者が死亡・行方不明となり、他に入居予定者がいない
とき。

•申込者が逮捕されまたは逮捕を経ずに公訴を提起された
とき。

•正当な理由なく、令和８年７月９日（木）までにカギの引き
渡しが完了しないとき。

•カギを渡す日に敷金を納めないとき。



１１ ．その他注意事項
•郵便はがきの住所は、郵便が確実に届く住所を記入してくだ
さい。抽選会に案内ハガキの持参がない場合は、失格となり
ます。

•申込後、同居親族の変更（出生、死亡を除く）はできません。

•申請時、婚姻予定又は内縁関係にある方は、住民票で確認し
ます。

•入居期間中は自治会に加入し、地域の一員として、自治会や
隣組の活動に積極的に参加、協力してください。

•町営住宅の維持管理には、家賃収入の他に町民の税金が使
用されていることを理解し、町営住宅の設備等を大切にし、で
きる限り住民で清掃等の維持管理を行ってください。

•迷惑行為や３月分滞納した場合は、即刻退去していただきま
す。


